
 
 

 

※ 登録番号 

 

   第 １６０号 （令和 ２年 ９月２４日） 

 

１.投 資 顧 問 業 の 種 類             

 

 一般不動産投資顧問業  総合不動産投資顧問業 

 

２.法 人 ・ 個 人 の 別             

 

         法人                    個人 

 

       （ ふ り が な ） 

３.商 号 又 は 名 称             

 

（しーびーあーるいーかぶしきがいしゃ） 

シービーアールイー株式会社 

 

      （ ふ り が な ） 

４.氏           名 

 （法人である場合は代表者氏名） 

 

（さかぐち えいじ） 

代表取締役 坂口 英治 

 

５.資    本    金    額 

 

7億7100万円 

 

６.役           員 

 

     （ ふ り が な ） 

    氏       名 

 

         
   役    職    名 

 

 

    常勤・非常勤の別 

（さかぐち えいじ） 

坂口 英治 
代表取締役 

 

常勤・非常勤 

（べんじゃみん・まーく・だんかん） 

ベンジャミン・マーク 

・ダンカン 

代表取締役 

 

常勤・非常勤 

（さにゅーしゅか・はさんが・うぃじゃ

やださ） 

サニューシュカ・ハサンガ

・ウィジャヤダサ 

取締役 

 

常勤・非常勤 

（じょん・ぱとりっく・ 

まっきんとっしゅ） 

ジョン・パトリック 

・マッキントッシュ 

監査役 

 

常勤・非常勤 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
７.第４条第１項第３号又は第４号に規定する重要な使用人 

 

    （ ふ り が な ） 

   氏      名 

    （使用人の種類） 

 

     職           名 

 

   統括する業務の別 

（のづ あきら） 

野津 彰 

（営業所の業務を統括する者） 

（判断業務統括者） 

アセットマネジメント部長 
投資判断・売買・賃貸・

管理等投資一任業務全般 

（わたなべ けんたろう） 

渡部 健太郎 

（助言の業務を行う者） 

（投資判断を行う者） 

アセットマネジメント部 

シニアマネジャー 

投資判断・売買・賃貸・

管理等投資一任業務全般 

（のむら たかゆき） 

野村 貴之 

（期中管理業務を統括する者

） 

アセットマネジメント部 

ディレクター 

投資助言業務、投資一任

業務に係る期中管理業務

全般 

マーク・スティーブン

・ジョーンズ 

（財務経理業務・テクノロジ

ー業務を統括する者） 

最高財務責任者、財務経理

本部長 

 

財務経理、デジタルテク

ノロジー、オフィスオペ

レーション業務全般 

（はらだ ゆみ） 

原田 優美 

（コンプライアンスを 

統括する者） 

法務部長 
コンプライアンス体制の

整備全般 

（かわかみ てつ） 

川上 徹 

（内部監査を 

統括する者） 

カントリー・コンプライア

ンス・オフィサー 
内部監査全般 

 

計     6  名 
  

 

  



 
 

８.不動産投資顧問業を営む営業所の名称及び所在地 

 

 

名     称 
 

 

 設置年月日 

 
所  在  地 

主たる営業所 

芝パーク支店 
平成28年8月29日 

東京都港区芝公園二丁目4番1号 

(電話番号：03-5288-9288) 

 

計    1   店 

  

 

 

９.業務の方法 

 

１． 投資助言業務及び投資一任業務の対象となる不動産の種類等 

（１）不動産の種類 

オフィスビル、商業施設、住宅、ホテル、物流施設、工場、事業用地等 

 

（２）規模 

不動産等一物件当たりの取得価格は、原則として１億円以上とする。 

また、利害関係者から取得する場合の取得価格は、利害関係者から独立

した不動産鑑定士による鑑定評価額以下の金額とする。ただし、中長期

的な資産運用の安定に貢献すると合理的に判断される場合においては、

投資委員会及びAMコンプライアンス・リスク管理委員会で審議されるこ

とを条件として、取得できるものとする。 

 

（３）地域 

国内の主要都市を中心に、利便性等、各地域の実情に鑑み総合的に勘案

して取得を決定する。 

 

２． 助言の方法 

顧客の意向を踏まえ必要に応じ都度、または投資顧問契約に基づき原則と

して月1回以上、助言を行う。顧客である特定目的会社もしくは合同会社等

またはその指定する者に対して、書面、メールまたは口頭で助言を行う。 

 

３． 報酬体系 

報酬は、助言業務、一任業務共に下記基本報酬体系に基づき個別の契約ご

とに顧客と合意した条件とする。但し、顧客との間において合意が得られ

た場合には、異なる報酬体系を適用することができるものとする。 

 

取得時・期中（年額）・売却時それぞれの報酬につき、物件取得価

格の0.3%-1%相当額をベースにマーケットの状況を踏まえ当該顧客と

の交渉または契約ごとに取り決めた額。 



 
 

４． 報酬の支払い時期 

（１） 助言報酬及び一任業務報酬 
原則として毎月末、または四半期末とする。 

（２） 取得報酬 
取得日または取得後の顧客と事前に合意した日とする。 

（３） 売却報酬 
売却日または売却後の顧客と事前に合意した日とする。 

（４） 成功報酬 
売却日または売却日後の顧客と事前に合意した日とする。 

 
５． 匿名組合、信託及び特定目的会社等を用いる場合はその方法 

（匿名組合を用いる場合） 

当社は、ＧＫ－ＴＫスキームにより組成された顧客（ＳＰＣ）に対して投資

助言又は一任業務を行う。 

 

（信託を用いる場合） 

以下に掲げるものを信託する信託受益権を投資対象とする。 

（１） 金銭 

（２） 金銭債権 

（３） 土地及びその定着物 

（４） 地上権 

（５） 土地及びその定着物の賃借権 

（６） 種類を異にする2つ以上の財産（前各号に掲げる財産権に限る） 

 

（特定目的会社を用いる場合） 

当社は、不動産又は不動産信託受益権を特定資産として有する資産の流動化

に関する法律に基づく特定目的会社を顧客として投資助言又は一任業務を行

う。 

 
６． ＧＩＰＳ基準への準拠 

 ＧＩＰＳ基準に準拠しない。 

 

１０.既に有している免許、許可又は登録 

 

 

業 の 種 類 
 

 

免許等の番号 

 

免許等の年月日 

 

１．金融商品取引法第２９条の登録 
関東財務局長 

（金商）第1301号 

 

平成19年9月30日 

 

２．宅地建物取引業法第３条第１項の免許 
国土交通大臣 

（14）第1075号 

 

平成30年12月14日 

 

３．不動産特定共同事業法第３条第１項の許可 
  



 
 

 １１.不動産投資顧問業以外の事業の種類及び内容 

 

・宅地建物取引業 

・不動産鑑定評価業務 

・事務機器販売業務 

・不動産管理業務 

・不動産の賃貸借業務 

・不動産の賃貸、管理に関するコンサルタント業務 

・建築設計業務、工事監理業務、並びに建築設計に関するマネジメント及びコ

ンサルタント業務 

・建築物、建築設備に関する検査業務 

・不動産調査コンサルタント業務 

・不動産に関する情報提供サービス業務 

・投資助言・代理業 

・第二種金融商品取引業 

・書籍及び雑誌の出版業 

・広告代理業 

・特定労働者派遣事業 

・警備業 

・貸金業 

・投資運用業 

 

 

１２.主要株主の商号、名称又は氏名及び住所 

 

 

       （ふりがな） 

 商号、名称又は氏名 

  

 

   住     所 

保有する株式の数又は出資 

の金額 

 

割 合 

（しーびーあーるいー・えぬ

える・ほーるでぃんぐす・び

ー・う゛ぃー） 

CBRE NL Holdings B.V

.  

241,113株 100％ 

オランダ王国 ア

ムステルダム 109

7 JB プリンス・

ベルンハルドプラ

イン 200  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

１３.役員の兼職の状況 

 

 
       (ふりがな） 

      役員の氏名 

 

常務に従事している他の会社の商号及び業務の種類 

又は他に営んでいる事業の種類 

（べんじゃみん・まーく・だんか

ん） 

ベンジャミン・マーク 

・ダンカン 

CBRE Limited（不動産関連サービス業） 

（さにゅーしゅか・はさんが・うぃじ

ゃやださ） 

サニューシュカ・ハサン

ガ・ウィジャヤダサ 

CBRE Limited（不動産関連サービス業） 

（じょん・ぱとりっく・ 

まっきんとっしゅ） 

ジョン・パトリック 

・マッキントッシュ 

CBRE (C)PTY Limited（不動産関連サービス業） 

 


